
 国土交通省の随意契約の「総点検」及び「更なる見直し」のイメージ

　　 入札監視委員会、公正入札調査会議による
　監視体制を強化

　　　・　本省・地方機関にある第三者機関において、
　　　　監視対象を全契約（含．随意契約）に拡大
　　　　　（工事等に加え、物品・役務も監視）

　　　・　随意契約の適正化に関して審議する特別の
　　　　体制を本省・地方機関の両方に整備

　　　・　特に、１者応募のものは、応募要件の適正性
　　  　を確認するなど重点的に監視

　見直しの重点（その３）

　「第三者の監視体制の強化」
 
　・　 民間でも参加可能な応
　　募要件に見直し

　・   特に、１者しか応募の
　　なかった案件について、
    １件毎に応募要件をチェ
　　ック
　
　・　 「行政補助的業務」に
　　ついては、参加可能者
　　数が、原則１０者以上存
　　在することを確認

　・ 　「調査研究業務」につい
　　ては、参加可能者数が相
　　当数存在することを確認

見直しの重点（その２）

「応募要件の緩和」

【契約方式の見直し結果】
 ＜点検対象（Ｈ19．4．～7）＞
　　企画競争又は公募による所管公益法人等との契約（工事を除く）

一　般　競　争　（含．総合評価方式）
＜原則、総合評価方式＞

引き続き、移行の検討 2～3年後、本格導入を目指す

総合評価方式を一部試行・検証

企　画　競　争

公 募 方 式
＜調査研究等に必要な特定の設備、

技術等を有する者が一しかない場合＞

競 争 性 の な い 随 意 契 約
＜随意契約が真にやむを得ないもの＞

　　　　調査・研究業務
 　　　（ex)ダム水理模型実験
　　　　　　検討業務

行政補助的業務

(ex) データベースの電算処理

　・　「公募」の範囲の限定、「企画競争」等への移行
　・　価格面でも競争する「総合評価方式」の導入

見直しの重点（その１）

「契約方式の適正化」

企画競争に移行

資料１

見直し前（うち建設弘済会関係業務） 見直し後（うち建設弘済会関係業務）

一 般 競 争 　  　１２件（　　０件）

企 画 競 争 　　２０６件（　３２件） １，９７９件（９４１件）

公　　　　募 １，８１８件（９０９件） 　 　  ２５件（　  ０件）

特 命 随 契 　 　  　８件（　  ０件）

合　　　計 ２，０２４件（９４１件） ２，０２４件（９４１件）

※１　今回の点検対象以外に平成19年度から一般競争入札を行っているものがある。

※２　平成20年度は建設弘済会関係業務で100件程度など、価格面でも競争を行う
　　　一般競争入札（総合評価方式）の試行を予定

※３  著作権等を理由に公募方式を採る契約については、今後、民間への使用許諾等
　　　の可否も含めて判断し、引き続き契約方法について見直しを進める。
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＊２　　　　　＜１００件程度＞
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